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（背景）サイバーセキュリティお助け隊実証事業（2019年度）

⚫ 【問題意識】人材・体制・資金が限定的な中小企業のニーズに合ったセキュリティ製品・サービスが
提供されていないのではないか。

⇨ 中小企業の被害実態等を把握することで、中小企業向け事後サービスに必要な人材スキルや

サービス内容等を明らかにし、中小企業の支援機能を低コストで構築するために実証事業を実施。

全国８地域で中小企業1,064社が参加。

➢地域の団体、セキュリティ企業、保険会社
がコンソーシアムを組み、中小企業向けの
セキュリティ対策支援の仕組みを構築。

➢民間による中小企業向けのセキュリティ
簡易保険サービスの実現を目指し、中小
企業の事前対策の促進や意識喚起、
攻撃実態や対策ニーズを把握。



（背景）サイバーセキュリティお助け隊実証事業（2020年度）

⚫ 2020年度には15の地域・産業分野で中小企業1,117社が参加。

⚫ 2021年度以降の民間でのサービス展開に繋げるべく、これまでの事業の結果を踏まえ、サービス
内容のスリム化や導入・運用負荷を下げる検討を推進。

これまでの実証事業で明らかになった実態・課題等

⚫ 業種や規模を問わず内外に向けた不正通信等を数多く検知

⚫ 地域特性、産業特性等の考慮が必要

⚫ 無償の実証事業でも参加の必要性を感じない中小企業も

多い

⚫ 中小企業が自社のNW構成図を把握していなかったり人手

不足により、機器設置に対応できないケースが多い

⚫ 中小企業の多くはセキュリティ対策にコストを割けない

2021年度以降に向けた検討の方向性

⚫ 中小企業のサイバーセキュリティ対策の取組を可視化し、

マークを持つモノとの取引を望むことを明確化

⚫ 中小企業に対するサイバー攻撃への対処として、①最低限

必要なサービスを②効果的かつ③安価に、④確実に提供

するサービスとして「お助け隊サービス」を位置づけ

⚫ 同要件を満たすサービスに「お助け隊サービスマーク」を付与、

同サービスのブランド化を図る

2021年度以降

民間でのサービス展開を支援

＜2020年度実証地域＞

⑨滋賀、奈良、
和歌山

①北海道

⑤千葉、埼玉

⑬沖縄

②宮城、山形、
秋田、青森

③岩手

④岩手、宮城、
福島

⑥千葉

⑭防衛・航空宇宙産業

⑦岐阜を中心
中部エリア

⑧愛知、岐阜、三重

⑩香川

⑫熊本

⑪福岡、佐賀、長崎、
熊本、大分、宮崎

⑮自動車産業



実証事業から民間サービスへの移行

⚫ 実証事業で得られた知見やSC3中小企業対策強化WGにおける議論に基づき、中小企業向けの
セキュリティサービス（お助け隊サービス）が満たすべき基準を策定。

⚫ お助け隊サービス基準を充足するサービスに「お助け隊マーク」を付与。普及を促進。

2019年度
（実証１年目）

2020年度
（実証２年目）

2021年度以降
（民間で自走）

ニーズを踏まえた
サービスのスリム化

導入・運用負荷を
下げる方法の検討

攻撃実態の
把握

事前対策とのセット
によるリスク低減

地域特性・産業特性
の考慮

お助け隊サービス審査登録制度：
一定の基準を満たすサービスにお助け隊の商標利用権を付与

お助け隊サービスC

中小企業 取引先
（大企業等）

サービス提供

お助け隊サービスB

お助け隊サービスA

自社の信頼性をアピール

お助け隊サービス利用の推奨等の
中小企業の取組支援

SC3(サプライチェーン・サイバー

セキュリティ・コンソーシアム)

実証事業：
中小企業が利用しやすいセキュリティサービスの開発

意識啓発

→SC3（業種別業界団体が参加）で利用推奨を行うことで、
より多くの中小企業がお助け隊サービスを活用し、万が一の
際に早急に正しい対処が行える状態を目指す。



「サイバーセキュリティお助け隊サービス」制度の概要

⚫ 【コンセプト】中小企業に対するサイバー攻撃への対処として不可欠なサービスを効果的かつ安価に、
確実に提供。

⚫ 審査結果・制度運用状況を踏まえ、サービス基準を見直し、より良い制度の在り方を検討。

相談窓口、緊急時の
対応支援、簡易
サイバー保険などを
ワンパッケージで提供

本サービスを採用する
ことを通じて、取引先
企業に対する自社の
信頼性のアピールに

・ワンパッケージの
サービスとして登録

・マーク提供
・ブランド管理・普及促進

マーク付きの
民間サービス

中
小
企
業

主な要件 概要

相談窓口 ユーザーからの相談を受け付ける窓口を設置／案内

異常の監視の仕組み ネットワーク及び／又は端末を24時間見守る仕組みを提供

緊急時の対応支援 インシデント発生などの緊急時には駆け付け支援

中小企業でも導入・運用
できる簡単さ

専門知識がなくても導入・運用できるような工夫

簡易サイバー保険 突発的に発生する駆付け費用等を補償するサイバー保険

中小企業でも導入・維持
できる価格

・ネットワーク監視型：月額１万円以下（税抜き）
・端末監視型：月額2,000円以下／台（税抜き）
・併用型：これらの和に相当する価格を超えないこと
※端末1台から契約可能であることが条件

＜サイバーセキュリティお助け隊サービス＞

➢ 「サイバーセキュリティお助け隊サービス基準」の主な要件



サイバーセキュリティお助け隊サービス登録サービスリストと事業者連絡会

5

⚫ 各地域の中小企業に利用可能な「サイバーセキュリティお助け隊サービス」として40の事業者が
サービスを登録。（2023年12月現在）

⚫ 継続的なサービス提供に向けて、お助け隊サービス提供事業者への情報提供・意見交換を目的とし
たお助け隊サービス事業者連絡会を開催。
– アラート等の統計情報やインシデント事例の共有
– お助け隊サービス提供にかかる課題や成功事例等について情報交換

お助け隊サービス制度の
普及や改善に向けた検討

お助け隊サービスユーザー向けサイト

IPAのHP内に、お助け隊サービス
のユーザー向けサイトを設け、
各サービスの内容等を発信。



サイバーセキュリティお助け隊サービスサービス基準

（ １.２版 ）
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第１章 総則
１ サイバーセキュリティお助け隊サービスのコンセプト・目的

サイバーセキュリティお助け隊サービス（以下「お助け隊サービス」という。）は、中小企業のサイ
バーセキュリティ対策を支援するための相談窓口、異常の監視、事案発生時の初動対応（駆
付け支援等）及び簡易サイバー保険を含む各種サービスを、安価かつ効果的なワンパッケージ
で、確実に提供するものをいう。

本基準は、お助け隊サービスの内容を明確化し、当該
サービスに関し独立行政法人情報処理推進機構
（IPA）が「サイバーセキュリティお助け隊マーク」の使用
を許諾するにあたり充足すべき基準を定めることで、幅広
い中小企業において無理なくサイバーセキュリティ対策を
導入・運用することを支援するとともに、サプライチェーン全
体のセキュリティの底上げを図ることを目的とする。

相談窓口
異常の監視

初動対応（駆付け支援等）
簡易サイバー保険

大事なポイントです！



第１章 総則
２ 定義

（１）ネットワーク監視型

お助け隊サービスのうち、UTM（Unified Threat Management・統合脅威管理）等
のネットワークセキュリティ監視装置を用いてユーザーのネットワーク通信の異常を監視する
形態のものをいう。
少なくとも以下の機能を実装すること。

ア 外部からの不審アクセス等の脅威の検知
イ 内部からの不正通信等の検知
ウ 検知した脅威等の防御

ただし、端末監視型の仕組みの防御機能と組み合わせ提供する場合は、ネットワーク監視型
における防御機能の実装は要件として求めない。

本基準における用語の定義は、次に定めるところによる。

UTM等

併用型での補完はOK



第１章 総則
２ 定義

（２）端末監視型

お助け隊サービスのうち、EDR（Endpoint Detection and Response）等の
エンドポイントセキュリティソフトウェアを用いてユーザーの端末内部の挙動の異常を監視する
形態のものをいう。
少なくとも以下の機能を実装すること。

ア 端末を常時監視し、異常や不審な挙動の検知
イ 検知した異常等の防御
（お助け隊サービスと連動して一体的に機能するその他の防御も含む）

ただし、ネットワーク監視型の仕組みの防御機能と組み合わせて提供する場合は、
端末監視型における防御機能の実装は要件として求めない。

本基準における用語の定義は、次に定めるところによる。

EDR等

併用型での補完はOK



第１章 総則
２ 定義

（３）実施主体

お助け隊サービスに関する契約を中小企業と行う事業者又は再販協力会社を通じてお助け
隊サービス審査登録機関への申請等を行う者をいう。

（４）再販協力会社

実施主体が提供するお助け隊サービスに関する契約を中小企業と行う事業者をいう。

本基準における用語の定義は、次に定めるところによる。



第１章 総則
２ 定義

（５）パートナー

お助け隊サービスを構成することを目的に、実施主体に製品(UTM等)、サービス(駆付け等)
保険を提供する事業者をいう。

（６）チーム

実施主体（１者）とパートナー（複数者でも可）から構成される。

本基準における用語の定義は、次に定めるところによる。

We are teams!

複数の事業者で構成



第１章 総則
２ 定義

（７）サイバーセキュリティお助け隊マーク

本基準を充足するお助け隊サービスに対し使用を許諾することを目的としたマークをいう。
同サービスに関わるチームに対し、IPAにより本マークの使用許諾がなされる。
具体的なマークの使用条件及び注意事項は、マーク使用ガイドラインに定める。

（８）審査登録機関

サイバーセキュリティお助け隊サービス審査登録機関基準に基づきIPAから委託され、
実施主体からの申請に基づき本基準に関する適合性の審査・登録を行う機関

（９）オプションサービス

各事業者がお助け隊サービスの他に、追加して提供する付加的なサービスをいう。

本基準における用語の定義は、次に定めるところによる。

登録サービスに対して使用ＯＫ



第２章 お助け隊サービスの基準に関する事項
１ 要件

（１）相談窓口

ユーザーからのお助け隊サービスに関する次に掲げる全ての問合せを受け付ける窓口が
一元的に設置又は案内されていること。

ア お助け隊サービスの内容、価格、及び申込方法に関する問合せ

イ UTMの設置方法等、契約後にお助け隊サービスを導入する際の問合せ

ウ アラートの解釈等、サービス利用中の技術的な問合せ

エ 価格調整等の営業的な問合せ

お助け隊サービスは、次に掲げる全ての要求を満たすものであること。

お問合せには速やかな対応を

どうしたらいいの？

お答えいたします!



第２章 お助け隊サービスの基準に関する事項
１ 要件

（２）異常の監視の仕組み

次のいずれかを含む異常監視サービスを提供すること。

ア ユーザーのネットワークを24時間見守り、攻撃を検知・通知する仕組み
（UTM等のツールと異常監視サービスから構成）（ネットワーク監視型の場合）

イ ユーザーの端末（PCやサーバ）を24時間見守り、攻撃を検知・通知する仕組み
（EDR等のツールと異常監視サービスから構成）（端末監視型の場合）

なお、いずれの異常監視サービスであっても検知した異常に応じ、セキュリティ上重大なインシ
デントの場合は、即時（60分以内を目標）、防御機能により十分な対策を行ったインシデ
ント、あるいはインシデント対応が不要なアラートについては、後日のレポート（週１回）等
によりユーザーに通知すること。

お助け隊サービスは、次に掲げる全ての要求を満たすものであること。

24時間見守り 重大なインシデントに対応



第２章 お助け隊サービスの基準に関する事項
１ 要件

（３）緊急時の対応支援

ユーザーと合意したサービス規約等に基づき、ユーザーから要請された場合、ユーザーの
指定する場所に技術者を派遣（駆付け支援）し、緊急時の対応支援を行うこと
（ユーザーからの合意を得て、リモートによる対応支援も可とする）。
また、緊急時の対応支援は、簡易サイバー保険を活用する場合も含めて、異常の監視の
仕組みの導入に伴う初期対応に必要な駆付け支援を除き、少なくとも年１回はユーザー
の自己負担が生じないようにすること。ただし、駆付け支援を行うための移動に要する交通
費などの諸経費は除くことができる。

お助け隊サービスは、次に掲げる全ての要求を満たすものであること。

緊急時の駆付け支援

HELP !

GO!!



第２章 お助け隊サービスの基準に関する事項
１ 要件

（４）中小企業でも導入・運用できる簡単さ

ITやセキュリティの専門知識のないユーザーでも導入・運用できるような工夫が凝らされて
いること。

お助け隊サービスは、次に掲げる全ての要求を満たすものであること。

チームによるサポート体制の整備 例えば、このような…

◆監視のための機器の設置方法などを簡潔に紹介した動画の作成・提供
◆相談窓口では、メール・電話に加えリモートデスクトップによるサポートを提供
◆監視のための機器等のアップデートなどを遠隔で行い、中小企業側の業務負担を軽減する
◆ インストール作業が簡単に行えるインストーラーの配布
◆専用の問合せ窓口を設置
◆情報提供や問合せ対応のための、ユーザー専用のダッシュボードの作成・提供
◆ サービス導入前に、既導入ソフトとの相性確認などの「無料セキュリティ診断」サービスの提供

など

おまかせください !
よく、わからないんです..



第２章 お助け隊サービスの基準に関する事項
１ 要件

（５）簡易サイバー保険

インシデント対応時に突発的に発生する各種コストを補償するサイバー保険が付帯されて
いること。なお、サイバー保険の補償範囲（補償対象となる事項、補償回数、補償限度額、
免責金額等）及びユーザーにおいて自己負担が生じる場合、サービス規約等に記載すると
ともに、別途ユーザーにとって分かりやすい説明資料を用意すること。

本お助け隊サービスは、次に掲げる全ての要求を満たすものであること。

サイバー保険でカバーされるもの
駆付けの回数 期間 適用範囲
ユーザーの自己負担となるもの

説明が大事です！

何回まで？

駆付けの交通費は？

対象期間は？



第２章 お助け隊サービスの基準に関する事項
１ 要件

（６）上記機能のワンパッケージ提供

原則として（１）～（５）の機能をユーザーが個別に契約することなく、一元的に契約可能
であること。ただし、法令等やむを得ない事情がある場合は個別契約も可とするものの、その
場合にあってはユーザーにおいて手続上の煩雑さを伴わないよう工夫が凝らされていること。
また、異常の監視装置の製造メーカー・形式、サービス提供の所在国及び把握している場合
はデータ保存先の所在国についてサービス規約等に記載すること。

本お助け隊サービスは、次に掲げる全ての要求を満たすものであること。

✓ (1)相談窓口
✓ (2)異常の監視の仕組み
✓ (3)緊急時の対応支援
✓ (4)中小企業でも導入・運用できる簡単さ
✓ (5)簡易サイバー保険

すべて必須項目です

ワンパッケージで提供



第２章 お助け隊サービスの基準に関する事項
１ 要件

（７）中小企業でも導入・維持できる価格等

前項の規定によりワンパッケージで提供されるお助け隊サービスについて、以下のアからオの
全てを満たすこと。

ア お助け隊サービスの合計価格が月額１万円以下（税抜き）に相当する価格であること
（ネットワーク監視型の場合）、又は端末１台あたり月額2,000円以下（税抜き）
に相当する価格であること（端末監視型の場合）。これらの仕組みを合わせて提供する
場合には、この和（月額１万円に端末１台あたり月額2,000円を加えた価格（税抜
き））に相当する価格を超えない価格であること。なお、いずれも端末１台から契約可能
とすること。

本お助け隊サービスは、次に掲げる全ての要求を満たすものであること。

契約台数にかかわらず、同一のお助け隊サービスにおいて提供される
セキュリティ機器は、同一の製品により提供される必要があります。
例：〇台以上の契約の場合には、セキュリティ機器を別の機器へアップグレードするといった

ことはできない。

端末の契約は

１台からでもＯＫ

お助け隊サービスのガイダンス

Ａ Ｓ×



第２章 お助け隊サービスの基準に関する事項
１ 要件

イ 最低契約年数は２年以内であること

ウ 初期費用、契約年数等の契約にかかる条件をサービス規約等に記載するとともに、
口頭または書面によりユーザーに分かりやすく説明すること

エ 初期費用の金額は、幅広い中小企業において無理なく導入可能な価格であることが
望ましいため、必要な場合であっても、最大で以下の金額を上回らないこと。
ネットワーク監視型の場合・・ 50万円以下（税抜き）
端末監視型の場合・・ 端末数によらず50万円以下（税抜き）
併用型の場合・・ これらの和に相当する価格（100万円（税抜き））

を超えない価格であること。

オ 途中解約した場合の違約金やユーザー側の契約解除の権利等をサービス規約等に
記載するとともに、口頭または書面によりユーザーに分かりやすく説明すること

本お助け隊サービスは、次に掲げる全ての要求を満たすものであること。

説明は分かりやすく！

￥？
ユーザーが負担する費用を明確に表示



第２章 お助け隊サービスの基準に関する事項
１ 要件

（８）中小企業向けセキュリティサービス提供実績

IPA実施事業「中小企業向けサイバーセキュリティ事後対応支援実証事業」、若しくは
「令和２年度中小企業向けサイバーセキュリティ対策支援体制構築事業」に参加して
いたこと、又は類似のサービスを中小企業向けに提供・運用した実績があること。

本お助け隊サービスは、次に掲げる全ての要求を満たすものであること。

「サイバーセキュリティお助け隊サービスと類似のサービスを30社以上の
中小企業に提供・運用した、製品のみならず運用サポート等も合わせて
提供した」 などが目安の一例

製品のみを数百社以上の中小企業に提供した実績があっても
それだけでは実績要件を満たすことにはなりません。

実績の有無は、申請時に提供される情報から
実態を踏まえて総合的に判断

お助け隊サービスのガイダンス実績の目安としては…

×



第２章 お助け隊サービスの基準に関する事項
１ 要件

（９）情報共有

IPAからの要請に応じて、お助け隊サービス事業者間等の情報共有に協力することに合意
し、少なくともアラートの統計情報の提供に応じること。
なお、IPAは、本項に基づき情報共有を求めるにあたっては、その内容や方法について、
別にガイドライン等を定めることとする。

（１０）事業継続性

お助け隊サービスの提供に必要な要員の確保、品質管理等の社内プロセス整備、企業
としての安定した財政基盤、経理処理能力等を有し、それらを審査登録機関に対して
示せること。なお、お助け隊サービスの提供が困難となる事情が生じた場合、その他必要な
場合には、IPA及び審査登録機関に対しその旨速やかに報告を行うこと。
また、再販協力会社によるお助け隊サービスの提供が困難となる場合は、実施主体がその
責任を負うこと。

お助け隊サービスは、次に掲げる全ての要求を満たすものであること。

事業者連絡会での情報共有



第２章 お助け隊サービスの基準に関する事項
１ 要件

（11）サービス基準の遵守

実施主体は、日本の法令及び本基準が定める事項を遵守すること。

お助け隊サービスは、次に掲げる全ての要求を満たすものであること。



第２章 お助け隊サービスの基準に関する事項
１ 更新・その他

（１）登録の更新

実施主体は、本基準の適合性に関し２年毎に更新審査を受けること。

（２）サービス内容の変更

実施主体は、お助け隊サービスの提供内容に変更が生じた場合は、IPAが別に定める
ガイドライン等に従い、速やかに届け出ること。ただし、変更内容によっては改めて審査を
要する場合があるが、これに従うこと。

登録後、更新審査は２年毎



第２章 お助け隊サービスの基準に関する事項
１ 更新・その他

（３）サービスの取り消し

再販協力会社も含め本基準に逸脱した場合、又はその強い疑いがあり、お助け隊サービス
制度に対する社会的信頼保持等の観点から必要と考えられる場合、IPAは実施主体に
対し是正のために必要な措置を講ずべきことを指示することができる。この場合、相当の期間
を定めて是正のための機会を与えるが、是正に応じない際には、IPAはそのサービスのかかる
登録を取り消す場合がある。

（４）審査登録機関への協力

チームは、本基準の適合性にかかるサーベイランスをはじめ、審査登録機関からの協力
要請等があった場合には、誠実にこれに対応すること。



付則
１ 推奨事項

中小企業におけるサイバーセキュリティ対策の導入・運用の更なる利便性向上を図る趣旨のもと、
お助け隊サービスの提供にあたっては以下の事項が推奨されるものである。

（１）独自のオプションサービス提供

お助け隊サービスの他に、さらなるセキュリティ対策の導入を考える企業のためのオプション
サービスを用意すること。
例：・事前アセスメント等の簡易コンサルティングサービス

・ネットワーク監視の仕組み
・デジタルフォレンジック等より広い範囲のコストを補償するサイバー保険

（２）日本発の技術・製品の活用

日本特有のサイバー攻撃動向に対してより高精度で対応するため、日本発の技術や
それを用いた製品・サービスを活用すること。

オプションサービス
日本の技術や製品を
推奨しています！



付則
１ 推奨事項

（３）ネットワーク監視型のサービスの提供

ネットワーク監視型のサービスを提供する場合、ネットワーク通信全体を監視できるよう
監視機器の設置する場所等を考慮すること。

（４）端末監視型のサービスの提供

端末監視型のサービスを提供する場合、少なくとも重要情報を取り扱う端末には
導入すること。

監視機器の
適切な設置場所は？



付則
2 その他

IPAは、本基準第１章１．の目的に照らし必要に応じて本基準の内容について検討を加え、
その結果に基づいて適宜見直しを行うこととする。



令和５年度 審査スケジュール

30

第９回審査 申請受付期間

12月25日(月)正午開始～2024年1月15日(月)正午〆切

第10回審査 令和６年度実施予定
＊スケジュールは確定次第、以下のサイトで告知いたします。

IPA サイバーセキュリティお助け隊サービス制度 ページ
https://www.ipa.go.jp/security/sme/otasuketai-about.html

※上記受付期間内に、申請受付窓口宛て「申請希望」の旨メールでご連絡ください。
その後、事務局より申請に関するご案内を返信いたします。



審査申請書について

31

・申請受付期間内に申請窓口のサイトよりダウンロードの上ご使用ください。

審査申請書見本

審査申請書は各審査回ごとに
用意されたものをご使用下さい。

同DLファイル内の記入例を参照
し、全項目を記入して下さい。

＜審査申請書の構成＞

・1頁目 基本情報記入欄

・2頁目 サービス基準要件の項目欄
＊要件に対応する関連資料提示し、
記載箇所を示すこと。
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提出用申請書類一覧

・申請にあたっては、以下の項目を明記した内容の書類の提出が必要です。

説明会提示用

A＜対客用資料一式＞
＊実施主体名にて作成されていること
＊基準要件項目が明確に記載された内容であること
【監視型・対象地域・価格・保険・窓口・最低契約年数 等】

・サービス説明書（商品概要書）
・サービス商品のパンフレット
・サービス仕様書・サービス規約／約款 （契約条文型）
・インシデント発生時の対応に関する説明資料

審査申請書
＊審査機関サイトからダウンロード

[審査対象サービス１件につき１申請書が必要]

B＜審査用・一般 その①＞ 実施主体
・実施主体の会社案内（対外的な資料）、事業案内
・実施部門の事業内容及び責任者氏名
（サービス提供部署がどこに所属しているかを明確に）
・サービス提供部署の運営体制
（サービスに従事する人員数 等）

C＜審査用・一般 その②＞ 実施体制
・パートナー会社 コンソーシアム体制図
＊担当部署・担当責任者・役割を明確に記載
・サービス提供のフロー図
・サービス対象地域でのフォローアップ体制について
（駆け付け対応を行う管轄営業所や委託先などの窓口
体制・保有人員 等）

D＜審査用・サービス関連添付書類＞
＊事実を担保するものであること

・保険契約書（写し）（又は、加入が証明できるもの）
・監視機器等の製品仕様書（メーカー・型番・製造国 等）

E＜審査用・事業性＞
・提供実績レポート ＊監視サービスの具体的内容を記載
（非公開扱いとし、具体的な取引先名等を記載すること）
・法人登記簿（全履歴事項あり・写し）
公的機関から発行された事業認可等の証（写し）
・有価証券報告書 財務関連書類（納税証明書 等）
決算報告書（監査人名あり）＊直近の1期分

＊必要書類は様式等変更になる場合もあるため、審査申請時に再度ご確認ください。
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・以下の点にご注意いただき申請をお願いいたします。
◆ １サービスで提供される監視ツール、監視機器は特定の型番に限定されます。同一シリーズ等、複数の型番での一括

申請は認められません。１サービスごとに１申請（1申請書）が必要です。

◆ 審査の結果、適合と認められたサービスについては、原則として審査申請書に記載されたサービス名称、サービス対象地
域で初期登録をいたします。サービス基準の要件に該当しないものであっても、サービス展開前の変更については再申請
となる場合があります。補足①

◆ 審査申請書のフォーマットを改変することは厳にこれを禁じます。

◆ URLを提示することによる申請書類の提出は認められません。

◆ 書類はA4を定型とし、記載内容が目視確認できるサイズに整えたものをご提出ください。補足②

◆ 仕様書に記載された各サービス要件と契約関連書類との間に整合性が認められない場合には、サービス基準の要件を
充足していないと判断されることがあります。

◆ お助け隊サービスと、お助け隊サービスに含まれない別サービス（オプションなど）が明確に区別されている資料でご提出
ください。なお、その対象範囲が不明確な場合はサービス基準の要件を充足していないと判断されることがあります。

◆ 対客用の各種資料は、実際のサービス展開時に使用されるものをご提出ください。補足③

◆ IPA、並びに審査事務局は申請書類の作成に関するご相談には応じることはできません。

補足① サービス展開後に発生した変更への対応方については、サービスリストへ登録後に別途ご案内いたします。
補足② デフォルトが印刷物や変型判など、また、大判での図式資料（組織図等）については、これに限定しません。
補足③ 審査時に提出されたサービス仕様書や規約関連の書類を安易に変更することは認められません。

審査申請時の注意点


	スライド 0:  　サイバーセキュリティお助け隊サービス
	スライド 1: （背景）サイバーセキュリティお助け隊実証事業（2019年度）
	スライド 2: （背景）サイバーセキュリティお助け隊実証事業（2020年度）
	スライド 3: 実証事業から民間サービスへの移行
	スライド 4: 「サイバーセキュリティお助け隊サービス」制度の概要
	スライド 5: サイバーセキュリティお助け隊サービス登録サービスリストと事業者連絡会
	スライド 6:  　サイバーセキュリティお助け隊サービスサービス基準
	スライド 7: 第１章　　総則       １　　サイバーセキュリティお助け隊サービスのコンセプト・目的 　　　２　　定義  第２章　　お助け隊サービスの基準に関する事項 　　　１　　要件 　　　２　　更新・その他  付則 　　　１　　推奨事項 　　　２　　その他
	スライド 8: 第１章　総則 　 １     サイバーセキュリティお助け隊サービスのコンセプト・目的
	スライド 9: 第１章　総則 　 ２　　 定義
	スライド 10: 第１章　総則 　 ２　　 定義
	スライド 11: 第１章　総則 　 ２　　 定義
	スライド 12: 第１章　総則 　 ２　　 定義
	スライド 13: 第１章　総則 　 ２　　 定義
	スライド 14: 第２章　お助け隊サービスの基準に関する事項 　 １　　 要件
	スライド 15: 第２章　お助け隊サービスの基準に関する事項 　 １　　 要件
	スライド 16: 第２章　お助け隊サービスの基準に関する事項 　 １　　 要件
	スライド 17: 第２章　お助け隊サービスの基準に関する事項 　 １　　 要件
	スライド 18: 第２章　お助け隊サービスの基準に関する事項 　 １　　 要件
	スライド 19: 第２章　お助け隊サービスの基準に関する事項 　 １　　 要件
	スライド 20: 第２章　お助け隊サービスの基準に関する事項 　 １　　 要件
	スライド 21: 第２章　お助け隊サービスの基準に関する事項 　 １　　 要件
	スライド 22: 第２章　お助け隊サービスの基準に関する事項 　 １　　 要件
	スライド 23: 第２章　お助け隊サービスの基準に関する事項 　 １　　 要件
	スライド 24: 第２章　お助け隊サービスの基準に関する事項 　 １　　 要件
	スライド 25: 第２章　お助け隊サービスの基準に関する事項 　 １　　 更新・その他
	スライド 26: 第２章　お助け隊サービスの基準に関する事項 　 １　　 更新・その他
	スライド 27: 付則 　 １　　 推奨事項
	スライド 28: 付則 　 １　　 推奨事項
	スライド 29: 付則 　 2　　 その他
	スライド 30: 　　　令和５年度　審査スケジュール
	スライド 31: 審査申請書について
	スライド 32: 提出用申請書類一覧
	スライド 33

